
【回収可能なもの】

・ダウン割合が50％以上のもの
※穴があいているもの（ガムテープ等で塞ぐ）

【回収できないもの】

・ダウン割合が50％未満のもの

・濡れている、著しく汚れているもの

・彩色された羽毛が混入しているもの

・羽毛ふとん以外のふとん

※フェザーふとん（羽根ふとん）、綿布団、

ポリエステル製のふとん。

・中綿が羽毛以外のジャケット

羽毛ふとん
（ダウンジャケット）

無料回収します

回収日時：市役所前資源物拠点回収
５月16日（土） 午前９：00～正午

※年１回、５月16日のみ回収となります。
回収場所：市役所 庁舎前駐車場

お問い合わせ 須坂市 生活環境課 026-248-9019（課専用）
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